
15 広報きやま 令和 7年 4月号

家庭用浄化槽維持管理費補助金の申請を
4月1日から受け付けます

　町では公共下水道の未整備区域に設置している家庭用の合併処理浄化槽を管理している方に対し、維持管理等に
要する経費の一部について、管理者の負担軽減及び適切な維持管理の促進を目的に補助金を交付しています。

対象区域 公共下水道の未整備区域（公共下水道の整備区域については建設課で確認できます）

対象者

①専用住宅または併用住宅（延床面積の 1/2 以上が居住住宅）に 10人槽以下の合併処理浄化槽（BOD
　の除去率 90％以上であり、放流水の BODが 20mg/ ｌ以下の機能を有するもの）を設置されている方
②町税等を滞納していない方
③令和 6年 4月1日から令和7年 3月31日の期間に法定（11条）検査（1回）、保守点検（6回）及び
　清掃（1回）を実施された方

補助の項目 合併処理浄化槽の部品の修理に要した
経費に対する補助

保守点検、清掃等の維持管理に要した
経費に対する補助

補助金額 年１回　25,000 円（上限） 27,000 円 /年（※1に該当する方のみ )

申請期間 修理完了年度～修理完了の翌年度末 令和7年 4月1日～令和7年 9月30日

申請に必要な
主な書類 支払ったことを証明する書類（領収書等）写し等

令和 6年 4月1日から令和7年 3月31日の期間の
①浄化槽清掃記録票（1回分）
②浄化槽保守点検表（6回分）
③法定（11条）検査結果（1回分）

▽内容

※1　保守点検、清掃等の維持管理に要した経費に対する補助

人槽区分 使用人数※2 補助金額

5 ～ 6人槽 2人まで

27,000 円 /年7～ 8人槽 3人まで

10人槽 4人まで
※2　令和 7年 3月 31日を基準日とし、当該の家庭用合併処理浄化槽を使用する世帯の構成員数とする。
　　　なお、使用する世帯が 2世帯以上ある場合は合算した人数とする。

▽注意事項　この補助金は、公共下水道が整備されたときには対象外となります。

▽お願い　　単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を使用されている方は補助の対象となりません。家庭用浄化槽設置整備
　　　　　　事業補助金制度を利用した合併処理浄化槽への転換のご検討をお願いします。

問申 建設課 上下水道係　☎ 85-8435

①～③の写し等

町ホームページ


